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定期借家制度の利用実態について
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借主予定者への損害賠償請求
賃料の自動増額特約について

定期借家制度の利用実態について

お客様が座る場所と椅子

事業用建物賃貸借における原状回復義務の範囲
　（大阪高裁　平成 18 年５月 23日判決）

判例から学ぶ　賃貸トラブル

　青山通りから絵画館に至る 300 メートルの大通りに約 140 本のいちょうが
９ｍ間隔で植えられている有名ないちょうの並木。11 月のシーズンになると
一面黄金色したいちょう並木となり、人々がスケッチや写真撮影を行ってい
る。神宮外苑には、野球場、テニスコート、ゴルフ練習場、フットサルコート等、
近代的な各種スポーツ施設が完備され、憩いの苑として、多くの人々に親し
まれている。最寄り駅は、東京メトロ銀座線「外苑前」駅及び「青山一丁目」
駅等。

明治神宮外苑のいちょう並木

い す



　　

本
件
事
例
に
お
い
て
、
オ
ー
ナ
ー
は
、

借
主
予
定
者
の
「
オ
ー
ナ
ー
さ
ん
の
負

担
で
エ
ア
コ
ン
を
設
置
し
て
く
れ
る
な

ら
ば
、こ
の
物
件
を
借
り
た
い
と
思
い
ま

す
」
と
の
発
言
（
以
下
「
本
件
発
言
」

と
い
い
ま
す
）
に
基
づ
き
、
自
ら
の
費

用
負
担
で
エ
ア
コ
ン
を
設
置
し
ま
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
借
主
予
定
者
の
「
や
は

り
、他
の
物
件
を
借
り
る
こ
と
に
し
た

の
で
、
あ
の
物
件
に
入
居
す
る
の
は
や

め
た
」
と
の一
方
的
な
理
由
で
賃
貸
借

契
約
を
締
結
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た

こ
と
か
ら
、
オ
ー
ナ
ー
は
、
借
主
予
定

者
に
対
し
、
エ
ア
コ
ン
設
置
費
用
相
当

額
を
請
求
し
た
い
と
思
う
の
が
通
常
で

す
。
で
は
、
オ
ー
ナ
ー
は
、
借
主
予
定

者
に
対
し
、
エ
ア
コ
ン
設
置
費
用
相
当

額
を
請
求
す
る
こ
と
は
で
き
る
で
し
ょ

う
か
。

　

こ
の
点
、
判
例
に
は
、
契
約
締
結
前

で
も
、「
契
約
準
備
段
階
に
お
け
る
信

義
則
上
の
注
意
義
務
違
反
を
理
由
と

す
る
損
害
賠
償
責
任
」
を
肯
定
し
た

も
の
が
あ
り
ま
す
（
最
判
昭
和
59
年

９
月
18
日
判
時
１
１
３
７
号
51
頁
。
契

問
題
の
所
在

契
約
締
結
上
の

過
失
の
理
論
に
つ
い
て

借
主
予
定
者
へ
の
損
害
賠
償
請
求

借
主
予
定
者
へ
の
損
害
賠
償
請
求

講師：弁護士 武市吉生

　
「
部
屋
を
借
り
た
い
」と
い

う
お
客
様
に
対
し
、あ
る
物

件
を
ご
案
内
し
た
と
こ
ろ
、

「
オ
ー
ナ
ー
さ
ん
の
負
担
で
エ

ア
コ
ン
を
設
置
し
て
く
れ
る

な
ら
ば
、こ
の
物
件
を
借
り

た
い
と
思
い
ま
す
」と
言
わ
れ

ま
し
た
。
物
件
の
オ
ー
ナ
ー

兼
貸
主
予
定
者
に
相
談
し
た

と
こ
ろ
、あ
ま
り
人
気
が
な

か
っ
た
物
件
だ
っ
た
こ
と
も
あ

り
、「
エ
ア
コ
ン
を
設
置
す
る

予
定
は
な
か
っ
た
の
で
す
が
、

入
居
者
が
決
ま
る
な
ら
ば
」

と
言
っ
て
、自
ら
の
費
用
負
担

で
エ
ア
コ
ン
を
設
置
し
ま
し

た
。し
か
し
、そ
の
後
、借
主

予
定
者
か
ら
、「
や
は
り
、他
の

物
件
を
借
り
る
こ
と
に
し
た

の
で
、あ
の
物
件
に
入
居
す
る

の
は
や
め
た
」と
言
わ
れ
、結

局
、賃
貸
借
契
約
を
締
結
す

る
に
は
至
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
の
場
合
、オ
ー
ナ
ー
は
、借

主
予
定
者
に
対
し
、エ
ア
コ
ン

設
置
に
か
か
っ
た
費
用
を
請

求
す
る
こ
と
は
で
き
る
で
し
ょ

う
か
。

　毎月実施している電話による会員限定

の法律相談の中から共通の問題をピック

アップし、注意点や対応などを武市吉生

先生に詳しく解説してもらいます。



約
締
結
上
の
過
失
の
理
論
。
な
お
、

同
理
論
に
基
づ
く
責
任
の
性
質
が
契

約
責
任
か
不
法
行
為
責
任
か
に
つ
い
て

争
い
は
あ
り
ま
す
が
、
本
稿
の
中
心
的

争
点
で
は
な
い
の
で
詳
細
は
省
き
ま

す
）。

　

近
時
に
お
い
て
も
、
建
物
賃
貸
借
に

お
い
て
、
貸
主
予
定
者
と
借
主
予
定

者
と
の
間
に
お
い
て
「
賃
貸
借
条
件
検

討
申
込
書
、
貸
室
申
込
書
、（
貸
主

予
定
者
の
）承
諾
書
」の
授
受
が
な
さ
れ
、

賃
貸
借
契
約
成
立
に
向
け
て
の
折
衝

が
続
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
借
主
予

定
者
が
賃
貸
借
契
約
締
結
前
に
合
理

的
な
理
由
が
な
く
賃
貸
借
契
約
の
締

結
を
翻
し
た
事
案
に
つ
き
、
前
述
の
契

約
締
結
上
の
理
論
に
基
づ
き
、
借
主

予
定
者
に
対
し
、
損
害
賠
償
責
任
を

認
め
た
も
の
が
あ
り
ま
す
（
東
京
地

判
平
成
18
年
７
月
７
日
金
商
１
２
４
８

号
６
頁
）。

　

た
だ
し
、
契
約
締
結
上
の
過
失
の

理
論
に
よ
り
、（
賃
貸
借
契
約
契
約
締

結
前
の
）
契
約
予
定
の
相
手
方
に
対

し
損
害
の
賠
償
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
賠
償
を
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
損
害
の
範
囲
は
、
一
般

的
に
、
履
行
利
益
（
契
約
が
約
定
ど

お
り
履
行
さ
れ
れ
ば
得
た
で
あ
ろ
う
利

益
）
で
は
な
く
、
信
頼
利
益
（
契
約

が
不
成
立
と
な
っ
た
場
合
に
、
そ
の
契

約
が
有
効
に
成
立
す
る
と
信
じ
た
た
め

に
失
っ
た
利
益
）
に
限
ら
れ
る
も
の
と

解
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
仮
に
、
契
約
締
結
上
の
過

失
の
理
論
に
基
づ
く
賠
償
請
求
者
に
過

失
が
あ
る
場
合
は
過
失
相
殺
が
認
め
ら

れ
、
賠
償
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
損

害
額
が
減
額
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

本
件
事
例
に
つ
い
て
検
討
し
ま
す
と
、

オ
ー
ナ
ー
が
、
借
主
予
定
者
の
本
件
発

言
を
受
け
て
、
物
件
に
自
己
の
費
用

負
担
で
エ
ア
コ
ン
を
設
置
し
た
と
の
事

実
の
み
で
は
、
借
主
予
定
者
が
「
信
義

則
上
の
注
意
義
務
」
を
負
う
こ
と
は
な

い
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
本
件

発
言
に
よ
っ
て
も
、
借
主
予
定
者
が
、

他
に
物
件
を
探
す
予
定
で
あ
る
こ
と
は

十
分
に
推
知
し
得
る
と
い
え
る
か
ら
で

す
。
し
か
し
、
本
件
発
言
後
、
借
主

予
定
者
が
オ
ー
ナ
ー
に
貸
室
申
込
書
等

を
差
し
入
れ
、
そ
の
後
、
貸
主
予
定

者
及
び
借
主
予
定
者
と
の
間
で
賃
貸

借
契
約
締
結
に
向
け
て
「
折
衝
」
し

た
と
の
事
実
が
あ
る
場
合
に
は
、
借
主

予
定
者
に
、「
契
約
準
備
段
階
に
お
け

る
信
義
則
上
の
注
意
義
務
」
を
認
め

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
い
え
ま
す
。

損
害
に
つ
い
て

過
失
相
殺
に
つ
い
て

本
件
事
例
に
つ
い
て

対
処
等

　

と
は
い
え
具
体
的
に
い
か
な
る
事

実
が
あ
れ
ば
「
契
約
準
備
段
階
に
お

け
る
信
義
則
上
の
注
意
義
務
」
が
生

じ
る
の
か
、
ま
た
、
具
体
的
な
損
害

額
を
事
前
に
推
知
す
る
こ
と
は
困
難

で
す
。
さ
ら
に
、
エ
ア
コ
ン
設
置
費
用

は
あ
ま
り
高
額
と
は
い
え
な
い
こ
と
を

考
え
る
と
、
裁
判
で
決
着
を
図
る
の
は

経
済
合
理
性
に
合
わ
な
い
こ
と
が
多
い

と
い
え
ま
す
。
と
す
る
な
ら
ば
、や
は
り
、

エ
ア
コ
ン
を
設
置
す
る
際
、
借
主
予
定

者
と
の
間
で
エ
ア
コ
ン
設
置
に
つ
い
て
の

（
賃
貸
借
契
約
に
至
ら
な
か
っ
た
場
合

の
費
用
負
担
等
を
記
載
し
た
）
合
意

書
を
交
わ
し
た
り
、
賃
貸
借
契
約
を

締
結
し
て
か
ら
エ
ア
コ
ン
を
設
置
す
る

等
の
対
処
が
必
要
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。



　　

本
件
事
例
に
つ
い
て
、
契
約
締
結
自

由
の
原
則
か
ら
す
る
と
、
契
約
当
事
者

で
あ
る
地
主
と
借
主
が
任
意
に
本
件
条

項
を
含
む
本
件
賃
貸
借
契
約
を
締
結
し

た
以
上
、「
賃
料
を
５
パ
ー
セ
ン
ト
増
額

す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
結
論
に
な

る
と
も
思
わ
れ
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
周
辺
の
土
地
の
地

価
が
20
パ
ー
セ
ン
ト
も
下
が
っ
て
い
る
と
な

る
と
、
本
件
条
項
が
あ
る
と
は
い
え
、

借
主
と
し
て
は
、
賃
料
が
増
額
さ
れ
る

こ
と
に
つ
い
て
は
強
い
抵
抗
感
を
抱
き
ま

す
。
ま
た
、
地
代
等
増
減
請
求
権
に
つ

い
て
規
定
す
る
借
地
借
家
法
11
条
１
項

の
要
件
を
満
た
さ
な
い
の
で
は
な
い
か
と

い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
（
特
に
、
同
法

同
条
項
の
「
近
傍
類
似
の
土
地
の
地
代

等
に
比
較
し
て
不
相
当
と
な
っ
た
と
き
」

と
の
文
言
に
注
意
を
要
し
ま
す
）。

①
判
例
に
つ
い
て

　

本
件
条
項
の
よ
う
な
賃
料
を
自
動
的

に
増
額
す
る
内
容
の
特
約
の
有
効
性
に
つ

き
、
裁
判
例
（
大
阪
地
判
昭
和
62
年
４

月
16
日
判
時
１
２
８
６
号
１
１
９
頁
）
は
、

借
地
法
12
条
１
項
（
借
地
借
家
法　

条

１
項
に
対
応
。
以
下
、
同
じ
）
の
趣
旨

を
「
当
事
者
の一
方
的
意
思
表
示
に
よ
り

円
滑
に
賃
料
額
を
改
定
す
る
方
途
を
講

じ
る
と
と
も
に
、
改
定
さ
れ
る
賃
料
を
、

右
経
済
的
事
情
の
変
更
の
内
容
、
程
度

に
相
応
し
た
合
理
的
な
限
度
内
に
制
限

し
よ
う
と
い
う
趣
旨
に
出
た
も
の
と
解
さ

れ
る
」
と
し
た
上
で
、
借
地
法　

条
（
借

地
借
家
法
16
条
に
対
応
）
は
、
同
法
12

条
１
項
の
規
定
に
反
す
る
特
約
を
無
効

と
し
て
い
な
い
か
ら
、
一
定
の
要
件
が
あ
る

場
合
に
賃
料
を
当
然
値
上
げ
す
る
旨
の

特
約
が
、
そ
れ
だ
け
で
直
ち
に
借
地
権

問
題
の
所
在

検
討

賃
料
の
自
動
増
額
特
約
に
つ
い
て

賃
料
の
自
動
増
額
特
約
に
つ
い
て

11

11

　

あ
る
土
地
に
つ
い
て
、
３

年
前
、
地
主
と
借
主
と
の
間

に
お
い
て
、
居
住
用
建
物
の

所
有
を
目
的
と
す
る
賃
料
月

額
５
万
円
、
期
間
30
年
の
内

容
の
賃
貸
借
契
約
を
締
結
し
、

借
主
は
、
土
地
上
に
建
物
を

建
て
て
居
住
し
て
い
ま
す
。

そ
の
賃
貸
借
契
約
に
は
、「
賃

料
は
、
３
年
ご
と
に
現
賃
料

の
５
パ
ー
セ
ン
ト
を
加
算
す
る

方
式
に
よ
り
増
額
さ
れ
る
も

の
と
す
る
」
と
の
条
項
が
あ

り
ま
す
（
以
下
「
本
件
条
項
」

と
い
い
ま
す
）。
賃
貸
借
契
約

締
結
か
ら
３
年
が
経
過
す
る

に
あ
た
り
、
地
主
は
、
借
主

に
対
し
、
本
件
条
項
に
基
づ
き
、

「
賃
料
を
５
パ
ー
セ
ン
ト
増
額

す
る
」
と
の
内
容
の
通
知
を

出
し
た
と
こ
ろ
、
借
主
か
ら
、

「
周
辺
の
土
地
の
地
価
が
大
幅

に
下
が
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

賃
料
の
増
額
を
認
め
る
こ
と

は
で
き
な
い
」
と
の
回
答
が
あ

り
、
従
来
の
金
額
の
賃
料
し

か
支
払
っ
て
く
れ
ま
せ
ん
。
確

か
に
、
土
地
周
辺
の
土
地
の

地
価
は
本
件
賃
貸
借
契
約
締

結
時
と
比
べ
て
20
パ
ー
セ
ン
ト

程
度
下
が
っ
て
い
ま
す
。
本
件

条
項
に
基
づ
く
賃
料
の
増
額

は
認
め
て
も
ら
え
な
い
の
で

し
ょ
う
か
。



者
に
不
利
な
特
約
と
し
て
無
効
と
な
る

も
の
と
は
解
さ
れ
ず
、
そ
の
内
容
が
、

同
法
12
条
１
項
の
規
定
に
反
し
て
、
経

済
的
事
情
の
変
更
が
な
く
と
も
賃
料
を

増
額
し
、
又
は
経
済
的
事
情
の
変
更
が

あ
っ
て
も
賃
料
を
減
額
し
な
い
旨
の
も
の

で
あ
る
と
き
、
も
し
く
は
、
増
減
さ
れ

る
賃
料
の
額
又
は
割
合
が
、
経
済
的
事

情
の
変
更
の
程
度
と
著
し
く
乖
離
す
る

よ
う
な
不
合
理
な
も
の
で
あ
る
と
き
に

限
り
、
無
効
と
な
る
も
の
と
解
す
べ
き

で
あ
る
」
と
判
断
し
ま
し
た
。

　
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
賃
料
を
自
動
的
に

増
額
す
る
内
容
の
特
約
は
、
そ
れ
だ
け

で
直
ち
に
無
効
と
な
る
の
で
は
な
く
、

そ
の
内
容
が
前
述
の
借
地
借
家
法
11
条

１
項
の
趣
旨
に
反
す
る
不
合
理
な
も
の

で
あ
る
と
き
に
限
り
無
効
に
な
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

②
本
件
事
例
に
つ
い
て

　

本
件
事
例
に
お
い
て
、
本
件
土
地
周

辺
土
地
の
地
価
が
20
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
も

下
が
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
賃
料

の
５
パ
ー
セ
ン
ト
増
額
を
請
求
す
る
こ
と

は
、
前
述
の
裁
判
例
の
「
経
済
的
事
情

の
変
更
が
な
く
と
も
賃
料
を
増
額
」
す

る
場
合
、
な
い
し
、「
増
減
さ
れ
る
賃
料

の
額
又
は
割
合
が
、
経
済
的
事
情
の
変

更
の
程
度
と
著
し
く
乖
離
す
る
」
場
合

に
該
当
し
、
借
地
借
家
法
11
条
１
項
の

趣
旨
に
反
す
る
不
合
理
な
も
の
で
あ
る

と
い
え
、
本
件
条
項
は
無
効
に
な
る
も

の
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
本
件

条
項
に
基
づ
い
て
賃
料
を
５
パ
ー
セ
ン
ト

増
額
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
の
結

論
に
な
り
ま
す
。

③
注
意
点

　

賃
料
を
自
動
的
に
増
額
す
る
条
項
に

は
、
本
件
条
項
の
よ
う
な
定
率
方
式
の

ほ
か
に
、
定
額
方
式
、
公
租
公
課
倍
率

方
式
（
例
え
ば
、
固
定
資
産
税
等
の
増

額
が
生
じ
た
と
き
は
公
課
金
増
額
の
比

率
に
準
じ
て
賃
料
を
増
額
す
る
場
合
）

等
が
あ
り
ま
す
。
い
ず
れ
の
方
式
に
よ
る

と
し
て
も
、
そ
の
有
効
性
の
判
断
基
準

は
前
述
の
定
率
方
式
の
場
合
と
同
じ
で

す
。

　

念
の
た
め
、
以
下
、
賃
料
の
増
額
を

請
求
す
る
手
続
を
確
認
し
ま
す
。

①
賃
料
の
増
額
を
請
求
す
る
通
知

　

ま
ず
、
地
主
が
借
主
に
対
し
賃
料
の

増
額
を
請
求
す
る
通
知
を
し
ま
す
。
そ

し
て
借
主
が
応
じ
れ
ば
賃
料
の
増
額
が

認
め
ら
れ
ま
す
。
な
お
、
仮
に
借
主
が

賃
料
の
増
額
を
認
め
な
い
場
合
、
借
主
は
、

「
増
額
を
正
当
と
す
る
裁
判
が
確
定
す

る
ま
で
は
、
相
当
と
認
め
る
額
の
地
代

等
を
支
払
う
こ
と
を
も
っ
て
足
り
」
ま

す
（
借
地
借
家
法
第
11
条
２
項
）。
し

た
が
っ
て
、
本
件
事
例
に
お
い
て
、
地
主

の
「
賃
料
を
５
パ
ー
セ
ン
ト
増
額
す
る
」

と
の
請
求
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
借
主
が

従
来
の
金
額
の
賃
料
し
か
支
払
わ
な
く

て
も
、
借
主
の
賃
料
支
払
義
務
の
不
履

行
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

②
調
停
申
立
て
（
調
停
前
置
主
義
）

　

賃
料
の
増
額
を
請
求
す
る
通
知
を
出

し
て
も
借
主
が
賃
料
の
増
額
を
承
諾
し

な
い
場
合
に
お
い
て
、
や
は
り
、
地
主
が

借
主
に
対
し
賃
料
の
増
額
を
請
求
す
る

場
合
、
訴
訟
を
提
起
す
る
前
に
、
調
停

を
申
し
立
て
る
必
要
が
あ
り
ま
す
（
民

事
調
停
法
24
条
の
２
）。

③
訴
訟
提
起

　

調
停
手
続
に
お
い
て
も
賃
料
増
額
に
つ

い
て
の
合
意
が
な
さ
れ
な
い
場
合
、
そ
れ

で
も
地
主
が
借
主
に
対
し
賃
料
の
増
額

を
請
求
す
る
場
合
、
地
主
は
借
主
を
被

賃
料
増
額
請
求
の
手
続
の
流
れ
に
つ
い
て

告
と
し
て
賃
料
増
額
を
請
求
す
る
訴
訟

を
提
起
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

１項　地代又は土地の借賃（以下「地代等」という。）が、土地に対する租税その他の公課の増減により、土地の価格の
上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍類似の土地の地代等に比較して不相当となったときは、契
約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって地代等の額の増減を請求することができる。だたし、一定の期間地代
等を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。

２項　地代等の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定
するまでは、相当と認める額の地代等を支払うことをもって足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払っ
た額に不足があるきは、その不足額に年１割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。

借地借家法11条（地代等増減請求権）



実績はあるが、数は
減少傾向　33.0％

実績があり、数も
増加傾向　22.0％

　「定期借家制度」について、国土交通省が利用実態に関する調査を実施し、
その結果をこのほど発表しました。契約で定めた期間の満了により、更新され
ることなく確定的に賃貸借契約が終了する（双方が合意すれば再契約は可能）
定期借家契約について、調査結果をもとに利用実態等についてお知らせします。

特 集

定期借家制度の利用実態について定期借家制度の利用実態について

【不動産業者】　有効回答1,275社

調査期間：平成19年３月
調査方法：郵送等によるアンケート票の配布・回収
アンケート回収状況：不動産会社1,282社、家主506人、入居者385人

「実績があり、数も増加傾向」と「実績はあるが、数は減少傾向」
の合計が55.0％となり半数以上が「実績あり」という結果に。
44.9％の「実績なし」のと回答者についても「活用する考えは
ない」は25.4％で、「今後は積極的に活用する」「場合によって
は活用する」の合計は74.6％となり、今後の利用拡大が見込ま
れる。

【入居者】　有効回答352人

定期借家契約が約１割、普通借家契約が約９割を占める結果
となった。
「定期借家契約にした理由」（複数回答）は、「気に入った物件
が定期借家契約だった」が57.9％、「一時金が安かった」が
36.8％、「立地や広さが同程度の物件と比較して家賃が安か
った」が28.9％等となっている。

【家主】　有効回答502人
「実績なし」の74.5％のうち、「場合によっては活用する」と「今
後は積極的に活用する」の合計は65.8％となり、「活用する考
えはない」の33.2％を大きく上回った。

実績なし
44.9％

実績なし
74.5％

定期借家契約10.8％

実績あり
25.5％

普通借家契約  89.2％

調査概要

定期借家契約の実施状況



尻

家賃を下げても
構わない　30.5％

普通借家契約とのバランス上、
家賃は下げたくない　28.3％

家賃、一時金ともに下げても
構わない　21.9％

中途解約のリスクが
あるため、家賃等は
下げたくない　11.2％

一時金収入が減少するので
家賃は下げたくない　6.7％

その他　0.5％
無回答　0.8％

長期間の定期借家契約の家賃に対する考え方

定期借家契約とは

【家主】　有効回答374人・複数回答

定期借家の方が高い
定期借家の方が安い
同程度
どちらともいえいない

書面（公正証書等）による契約に限る。
「更新がなく、期間の満了により終了する」ことを契約書とは別に、あらかじめ書面を交付
して説明しなければならない。

①
②

床面積200㎡未満の居住用建物で、やむを得ない事情により、生活の本拠として使用する
ことが困難となった借主からは、特約がなくても法律により中途解約ができる。 
①以外の場合は中途解約に関する特約があればその定めに従う。 

①

②

1.7％
39.8％
42.0％
16.5％

【家主】　有効回答374人

0

10

20

30

40

50

60

70 64.2％
56.4％

33.4％
26.5％ 25.4％ 25.4％ 24.3％

19.3％

10.7％

 0.3％

10.2％

建
替
え・リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

の
計
画
が
あ
る
場
合

転
勤
等
の
留
守
住
宅

を
賃
貸
す
る
場
合

法
人
等
と
長
期
間
の

契
約
を
す
る
場
合

フ
ァ
ミ
リ
ー
向
け
の

広
い
物
件
の
場
合

空
室
対
策
と
し
て
家
賃

等
を
引
き
下
げ
る
場
合

人
気
物
件
で
、更
新
よ
り
も

新
規
契
約
又
は
再
契
約
の

方
が
有
利
で
あ
る
場
合

収
入
に
不
安
の
あ
る
者
や

連
帯
保
証
人
が
い
な
い
者

等
と
契
約
を
す
る
場
合

学
生・留
学
生
、高
齢
者

等
と
契
約
す
る
場
合

証
券
化
物
件
の
場
合

そ
の
他

無
回
答

なお、普通借家と比べた家賃の傾向としては

となっている。

契約方法

定期借家契約

更新の有無

契約期間の上限

１年未満の契約

賃料の増減

借主からの
中途解約

期間満了により終了し、更新はない（ただし、再契約は可能）。

無制限

１年未満の契約も有効

特約の定めに従う

定期借家契約の活用事例



　

責
任
と
費
用
負
担
に
お
い
て
行
う
な

　

ど
の
規
定
が
あ
る
こ
と

を
根
拠
に
、
通
常
損
耗
分
の
原
状
回
復

費
用
も
借
主
負
担
で
あ
る
と
主
張
し
た

と
こ
ろ
で
す
。

　

裁
判
所
は
、②
に
つ
い
て
、「
賃
借
物
件

の
損
耗
の
発
生
は
、
賃
貸
借
と
い
う
契

約
の
本
質
上
当
然
に
予
定
さ
れ
て
い
る
も

の
で
あ
っ
て
、
営
業
用
物
件
で
あ
る
か
ら

と
いっ
て
、
通
常
損
耗
に
係
る
投
下
資
本

の
減
価
の
回
収
を
、
減
価
償
却
費
や
修

繕
費
等
の
必
要
経
費
分
を
賃
料
の
中
に

含
ま
せ
て
そ
の
支
払
を
受
け
る
こ
と
に
よ

り
行
う
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ

と
は
で
き
な
い
」
と
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、①
③
に
つ
い
て
は
、「
賃
借
人
の

用
途
に
応
じ
て
賃
借
人
が
室
内
諸
設
備

等
を
変
更
し
た
場
合
等
の
原
状
回
復
費

用
の
負
担
や
一
般
的
な
原
状
回
復
義
務
に

つ
い
て
定
め
た
も
の
で
あ
る
」
と
し
た
上
で
、

最
高
裁
判
決
の
基
準
に
従
い
、
こ
の
規
定

が
通
常
損
耗
補
修
特
約
を
一
義
的
に
明

白
に
規
定
し
た
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、

口
頭
で
の
説
明
等
に
よ
り
通
常
損
耗
補

修
特
約
を
し
た
と
認
め
る
証
拠
も
な
い
こ

と
か
ら
、「
通
常
損
耗
に
つ
い
て
補
修
費

　

本
件
は
、
営
業
目
的
で
の
賃
貸
借
契

約
に
つ
き
、
明
渡
し
時
に
通
常
損
耗
分

を
含
め
借
主
に
対
し
原
状
回
復
に
係
る

費
用
負
担
を
求
め
、
保
証
金
か
ら
当
該

費
用
を
差
し
引
い
た
と
こ
ろ
、
借
主
か
ら

保
証
金
の
返
還
が
求
め
ら
れ
た
事
案
で

す
。
貸
主
は
、

①
こ
の
賃
貸
借
契
約
書
に
は
、「
契
約
が

　

期
間
満
了
又
は
解
約
に
よ
り
終
了
す

　

る
と
き
は
、
終
了
日
ま
で
に
、
賃
借

　

人
は
本
件
貸
室
内
の
物
品
等
一
切
を

　

搬
出
し
、
賃
借
人
の
設
置
し
た
内
装

　

造
作
諸
設
備
を
撤
去
し
、
本
件
貸
室

　

を
原
状
に
修
復
し
て
賃
貸
人
に
明
渡

　

し
す
る
も
の
と
す
る
」
と
の
規
定
が

　

あ
る
こ
と

②
営
業
用
物
件
の
場
合
に
は
、
借
主
の

　

用
途
は
様
々
で
あ
り
、
そ
の
用
途
に

　

応
じ
て
室
内
諸
造
作
及
び
諸
設
備
の

　

新
設
等
が
予
定
さ
れ
、
原
状
回
復
費

　

用
は
、
貸
主
の
予
測
で
き
な
い
借
主
の

　

使
用
方
法
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
か
ら
、

　

貸
主
が
通
常
損
耗
の
費
用
を
あ
ら
か

　

じ
め
賃
料
に
含
め
て
徴
収
す
る
こ
と
は

　

不
可
能
で
あ
る
こ
と

③
内
装
の
変
更
工
事
等
に
つ
き
借
主
の

●
事
案
の
概
要

●
事
案
の
概
要

判例から学ぶ

賃貸トラブル

判例から学ぶ

賃貸トラブル

事 業 用 建 物 賃 貸 借 に お け る
原 状 回 復 義 務 の 範 囲

大阪高裁　平成18年５月23日判決

　

建
物
賃
貸
借
契
約
に
お
け
る
明
渡
し

時
の
原
状
回
復
義
務
に
つ
い
て
は
、
平

成　

年　

月　

日
の
最
高
裁
判
決
に
お

い
て
、

①
賃
貸
借
契
約
で
は
原
則
と
し
て
通
常

　

損
耗
分
は
原
状
回
復
義
務
に
含
ま
れ

　

な
い
こ
と

②
通
常
損
耗
分
を
特
約
に
よ
っ
て
原
状

　

回
復
義
務
に
含
め
る
こ
と
は
契
約
自

　

由
の
原
則
か
ら
認
め
ら
れ
る
こ
と

③
特
約
が
成
立
す
る
た
め
に
は
「
明
確

　

な
合
意
」
が
要
求
さ
れ
る
こ
と

が
示
さ
れ
ま
し
た
。

　

た
だ
し
、
こ
の
最
高
裁
判
決
の
事
案

は
居
住
目
的
の
賃
貸
借
契
約
で
あ
り
、

事
業
の
目
的
に
供
す
る
賃
貸
借
契
約
も

同
様
の
基
準
に
従
う
の
か
に
つ
い
て
は

明
確
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

し
た
が
っ
て
、
事
業
用
契
約
で
は
、

経
済
合
理
性
に
従
い
、
特
段
の
合
意
が

な
く
て
も
通
常
損
耗
分
も
原
状
回
復
義

務
に
含
ま
れ
る
と
す
る
見
解
も
示
さ
れ

て
い
ま
し
た
。
筆
者
も
当
会
会
報
誌
で
、

東
京
高
裁
判
決
を
引
用
し
、
居
住
用
と

事
業
用
と
で
は
異
な
る
旨
紹
介
し
て
き

た
と
こ
ろ
で
す
。
今
回
紹
介
す
る
判
決

は
、
前
述
の
最
高
裁
判
決
が
出
さ
れ
た

後
で
、
事
業
用
契
約
に
お
け
る
原
状
回

復
義
務
に
つ
い
て
判
断
さ
れ
た
も
の
で

す
。
判
決
内
容
を
分
析
し
、
最
高
裁
判

決
（
居
住
用
）
と
大
阪
高
裁
判
決
（
事

業
用
）
を
比
較
し
て
検
討
し
て
み
ま
し

ょ
う
。

●
裁
判
所
の
判
断

●
裁
判
所
の
判
断

17

12

17



用
を
負
担
す
る
こ
と
が
明
確
に
合
意
さ

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
と

し
て
、
通
常
損
耗
分
に
つ
い
て
は
貸
主
の

負
担
と
し
ま
し
た
。

③
工
作
物
責
任
は
、
所
有
権
そ
の
も
の

に
付
随
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

　

本
判
決
は
、
営
業
目
的
で
の
賃
貸
借

契
約
に
お
い
て
も
、
前
記
最
高
裁
判
決

が
適
用
さ
れ
る
と
し
た
も
の
と
理
解
さ

れ
ま
す
。
た
だ
し
、そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、

さ
ら
に
次
の
２
つ
に
分
析
し
て
検
証
す
る

こ
と
が
有
益
で
し
ょ
う
。

　

原
状
回
復
に
つ
き
、
通
常
損
耗
分
は

含
ま
れ
な
い
と
す
る
判
断
の
根
拠
と
し
て
、

賃
料
の
中
に
既
に
通
常
損
耗
分
の
補
修

費
用
が
経
費
と
し
て
含
ま
れ
て
お
り
、

そ
の
費
用
を
退
去
時
に
請
求
す
る
こ
と

は
、
費
用
の
二
重
取
り
に
当
た
る
と
い
う

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

本
判
決
は
、
事
業
用
契
約
で
あ
っ
て
も
、

こ
の
趣
旨
に
変
わ
り
は
な
く
、
原
則
と

し
て
通
常
損
耗
分
の
補
修
費
用
は
賃
料

の
中
に
含
ま
れ
る
と
判
断
し
て
い
ま
す
。

　

事
業
用
契
約
と
いっ
て
も
、
借
主
が
既

に
あ
る
諸
設
備
等
を
利
用
し
て
営
業
活

り
な
い
と
い
う
評
価
も
で
き
ま
す
。

　

た
だ
一
方
で
、
事
業
用
契
約
と
居
住

用
契
約
の
違
い
を
手
続
面
に
着
目
し
て

考
え
れ
ば
、
居
住
用
契
約
の
ほ
う
が
事

業
者
（
貸
主
）
と
消
費
者
（
借
主
）
で

あ
る
の
に
対
し
、
事
業
用
契
約
の
場
合
、

貸
主
も
借
主
も
事
業
者
同
士
の
契
約
で

あ
る
と
い
う
特
性
が
あ
り
ま
す
（
消
費

者
契
約
法
の
存
在
や
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が

居
住
用
契
約
に
限
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
よ

う
な
背
景
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
）。

こ
の
手
続
面
で
の
相
違
を
前
提
に
考
え
れ

ば
、「
明
確
な
合
意
」
の
基
準
に
つ
い
て
も
、

そ
の
程
度
に
つ
い
て
は
一
定
の
差
が
あ
る
と

考
え
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
で
し
ょ
う
。

　

本
件
の
事
案
で
は
、
契
約
書
上
の
原

状
回
復
に
か
か
る
規
定
は
、

①
本
件
貸
室
内
の
物
品
等
一
切
を
搬
出

　

す
る
こ
と

②
借
主
の
設
置
し
た
内
装
造
作
諸
設
備

　

を
撤
去
す
る
こ
と

③
本
件
貸
室
を
原
状
に
修
復
す
る
こ
と

の
３
点
を
記
載
し
た
も
の
で
す
。
こ
れ
に

対
し
、
最
高
裁
判
決
の
居
住
用
に
係
る

事
案
は
、
補
修
箇
所
を
表
形
式
に
し
て

具
体
的
に
記
載
し
た
契
約
書
で
あ
っ
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
個
別
の
内
容
に

お
い
て
「
通
常
損
耗
を
含
む
」
と
理
解

で
き
る
具
体
的
内
容
が
記
載
さ
れ
て
い
な

い
と
し
て
、
明
確
な
合
意
の
存
在
を
否

動
を
行
う
場
合
も
あ
り
ま
す
し
、
契
約

時
に
お
い
て
営
業
目
的
・
態
様
等
を
特

定
す
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
で
し
ょ
う
か

ら
、
本
判
決
が
い
う
よ
う
に
、
事
業
用

契
約
に
お
い
て
も
通
常
損
耗
を
予
測
す

る
こ
と
は
不
可
能
と
ま
で
は
い
え
ず
、
借

主
が
賃
借
物
件
を
使
用
収
益
し
、
そ
の

対
価
と
し
て
賃
料
を
支
払
う
と
い
う
賃

貸
借
契
約
の
本
質
は
、
居
住
用
で
も
事

業
用
で
も
異
な
る
こ
と
は
な
い
以
上
、
本

質
的
に
、
事
業
用
契
約
に
お
い
て
通
常

損
耗
分
は
賃
料
に
含
ま
れ
な
い
と
考
え

る
こ
と
は
難
し
い
で
し
ょ
う
。

　

し
た
が
っ
て
、
事
業
用
契
約
に
お
け
る

原
状
回
復
の
取
決
め
は
、
原
則
は
通
常

損
耗
分
は
原
状
回
復
に
入
ら
な
い
と
い
う

こ
と
を
前
提
と
し
つ
つ
、
様
々
な
バ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
が
あ
る
と
い
う
事
業
用
契
約
の
特

性
に
基
づ
き
、
契
約
時
に
お
い
て
当
事
者

間
で
ど
の
よ
う
な
情
報
の
も
と
に
合
意
が

な
さ
れ
た
か
と
い
う
次
項
の
手
続
面
で
の

差
異
が
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
て
く
る
の
で
す
。

　

本
判
決
で
は
、
特
約
の
有
効
性
に
つ
い

て
も
、
最
高
裁
判
決
で
示
さ
れ
た
「
明

確
な
合
意
」
の
基
準
を
適
用
し
ま
す
。

そ
の
意
味
で
は
、
居
住
用
と
何
ら
変
わ

●
特
約
が
な
い
場
合
の
原
状
回
復
義
務

（
本
質
的
な
差
異
の
有
無
）

●
特
約
が
な
い
場
合
の
原
状
回
復
義
務

（
本
質
的
な
差
異
の
有
無
）

特約のあり方
（手続面での差異の有無）

●
特
約
の
あ
り
方

（
手
続
面
で
の
差
異
の
有
無
）

●
特
約
の
あ
り
方

（
手
続
面
で
の
差
異
の
有
無
）

定
し
た
も
の
で
す
。
本
件
と
最
高
裁
の

事
案
と
で
は
、
契
約
書
の
規
定
ぶ
り
が

大
き
く
異
な
り
ま
す
の
で
、
そ
の
意
味

で
は
、
本
判
決
の
存
在
を
も
っ
て
、
事
業

用
契
約
と
居
住
用
契
約
が
全
く
同
一の

基
準
で
判
断
さ
れ
る
と
断
定
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
と
考
え
ま
す
。

　

事
業
用
契
約
に
お
い
て
は
、
損
得
を

判
断
で
き
る
材
料
と
か
、
交
渉
の
余
地

な
ど
と
い
う
も
の
は
す
で
に
前
提
と
し
て

あ
る
（
借
主
側
に
調
査
等
の
能
力
が
あ

る
）
の
で
あ
っ
て
、
契
約
書
の
記
載
の
あ

り
方
や
、
そ
れ
以
外
で
の
手
続
面
で
は
、

居
住
用
ほ
ど
の
厳
密
さ
は
要
求
さ
れ
な
い
、

す
な
わ
ち
、
協
議
の
結
果
と
し
て
の
合

意
内
容
で
あ
る
契
約
書
の
条
文
に
お
い
て
、

「
通
常
損
耗
分
を
含
む
」
旨
明
記
さ
れ

て
い
れ
ば
足
り
る
と
解
す
る
余
地
は
十
分

に
あ
る
も
の
と
考
え
ま
す
。

　

し
た
が
っ
て
、
現
段
階
に
お
い
て
は
、

も
う
少
し
判
例
の
積
み
重
ね
を
待
ち
つ
つ
、

通
常
損
耗
に
つ
き
借
主
負
担
を
求
め
る
契

約
に
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
契
約
書
に
お
い

て
そ
の
旨
を
明
記
し
て
お
く
と
い
う
対
応

を
心
が
け
る
こ
と
が
賢
明
で
し
ょ
う
。

弁
護
士　

佐
藤
貴
美

●
判
決
の
ポ
イ
ン
ト

●
判
決
の
ポ
イ
ン
ト



不動産の日アンケートを実施　全宅連不動産の日アンケートを実施　全宅連

　全国宅地建物取引業協会連合会（藤田和夫会長）はこのほど、「不動産の日アンケート
第２回調査結果」を発表した。「団塊世代を中心とした50歳以上の持家居住者」と「30～
40歳代の賃貸物件希望のファミリー層」の住み替え意識を探った。
　それによると、団塊世代で住み替えを「検討しない」と答えた割合は63.1％で、「検討する」
（36.9％）を大きく上回った。その理由として、「今の生活、住居に不満がない」（58.8％）、「高
齢になってからの新天地での生活は苦労するから」（35.4％）、「一生この土地、家を離れた
くない」（29.8％）という回答が目立った。「安定」を望む意識が根底にあり、日本人の根強い「持
家志向」は、苦労して手に入れたマイホームを終の住み家として守る意識が優先している
――と分析している。
　一方、ファミリー層は約７割が住み替えを「検討している」結果となった。
　同調査は毎年、９月２３日の「不動産の日」にちなんで実施しているもの。（８月21日号）

７月の首都圏マンション価格がバブル後半並みに　不動産経済研７月の首都圏マンション価格がバブル後半並みに　不動産経済研

　不動産経済研究所の「マンション市場動向」によると、首都圏で７月に供給されたマンション
の平均価格は5,305 万円（前年同月比12.6％上昇）となり、バブル後半の1992 年11月以来
の高水準となった。また、「億ション」の供給が重なった東京都区部では平均価格が7,000 万円
を突破し、こちらも1992年11月以来の高値を記録した。
　首都圏すべてのエリアで平均価格、１㎡単価とも前年同月を上回った。特に１㎡単価は全エリ
アで２ケタ台の上昇。都区部の高値は、総戸数306 戸・平均価格１億円超の即完物件「プラ
ウドタワー千代田富士見」や、松濤エリアで20数戸の平均３億円の物件が２物件供給された影
響が大きいため、同研究所では「ここまでの大幅な上昇は継続しない」と見ているが、全体的な
上昇傾向はこれから先も続くと予想している。（８月21日号）

「住みたい街」は自由が丘、関西は芦屋、団塊世代は鎌倉に　メジャーセブン調べ「住みたい街」は自由が丘、関西は芦屋、団塊世代は鎌倉に　メジャーセブン調べ

　新築マンションのポータルサイト「ＭＡＪＯＲ７（メジャーセブン）」（運営＝住友不動産、大京、
東急不動産、東京建物、藤和不動産、野村不動産、三井不動産レジデンシャル、三菱地所）
はこのほど、全国のマンション購入意向者 30万人を対象に「住んでみたい街アンケート」を
実施した。それによると、首都圏で住んでみたい街トップ３は、１位「自由が丘」、２位「吉祥寺」、
３位「横浜」。調査開始以来、４年連続でトップ３の顔ぶれは同じで、自由が丘は４年連続の
１位となっている。
　なお、団塊世代（55歳以上）に限って見ると、総合７位の「鎌倉」が１位。そのほか、「た
まプラーザ」「田園調布」「青山」「みなとみらい」などで総合順位を上回る結果となっている。
　関西圏では「芦屋」がトップ。２位以下が「夙川」「神戸」「西宮」「岡本」で、トップ５
にすべて兵庫県下の街が入った。（８月21日号）



業界３団体資格統一、賃貸不動産経営管理士10月スタート業界３団体資格統一、賃貸不動産経営管理士10月スタート

　全国宅地建物取引業協会連合会（藤田和夫会長）、日本賃貸住宅管理協会（亀山征
夫会長）、全日本不動産協会（川口貢理事長）の３団体は７月 23 日、「賃貸不動産経営管
理士協議会」を立ち上げ、これまで各団体がそれぞれ実施してきた賃貸管理に関する資格制
度を１本化すると発表した。協議会の会長は藤田氏が務める。
　新資格の名称は「賃貸不動産経営管理士」。10月からスタートする。
　高い専門性と倫理観を持ち、テナントや入居者、所有者、管理業者のいずれにも偏らない
公平な立場で業務に当たる能力を備えた、賃貸管理業務の専門家を育成することが目的。
　２日間の基本講習後、試験を実施する。合格者は登録講習（１日）を受講し、資格者とし
て認定される。その際、法令順守や公正と中立の保持などを定めた「倫理憲章」への署名
が必須条件となる。（７月31日号）

全国平均8.6％上昇に　2007年路線価全国平均8.6％上昇に　2007年路線価

　国税庁は８月１日、2007年分の相続税路線価を発表した。
　全国平均は昨年よりも 8.6％上昇。昨年は14年ぶりに上昇に転じ、今年は上昇率を更
に拡大させている。東京、大阪、名古屋の３大都市圏が大幅に上昇したためだ。都道府
県庁所在都市の最高路線価では大阪・御堂筋がトップで 40％上昇した。一方、昨年ま
では下落が続いていた地方圏も札幌、仙台、福岡にけん引され、全体平均では横ばいに
移行した。ただし、その他の地域ではまだ下落地点が多い。（８月７日・14日合併号）

今年の宅建試験受験申込者26万人に今年の宅建試験受験申込者26万人に

　2007 年度「宅地建物取引主任者資格試験」の受験申込受付状況がこのほどまとまった。
　不動産適正取引推進機構によると、受験申込者数は、速報値で 2006 年度を２万 256
人上回る26 万 534 人となった。申込者数が 25 万人を超えたのは1992 年度以来 15年
ぶり。
　内訳は、一般が 22万4,302人、本試験で５問免除となる特典が与えられる登録講習修了
者が３万 6,232 人。特に講習修了者が、2006 年度より5,824 人増加し、全申込者の１
割以上を占めたのが目につく。都道府県別では、東京が５万 629人で最も多く、神奈川（２
万 5,837 人）、大阪（２万 2,027人）の順。首都圏１都３県で全体の４割以上を占めた。
　受験日は10月21日午後１時～３時。合格発表は12月５日。（８月21日号）
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協会からのお知らせ・活動報告

平成１９年度会員研修会を開催しました

　本会では、下記日程で平成１９年度会員研修会を実施しました。
　今回の研修会では、本会顧問の佐藤弁護士より「賃貸物件で発生した事故と賃貸
不動産経営者・管理業者の法的責任」をテーマに、物件の安全性や施設設備の維持
保全等につき、貸主あるいは管理会社が負うべき責任等について、裁判例からみた
現状、注意点等を分かりやすく解説していただきました。
　また、前号の会報誌送付の際、住宅用火災警報器のチラシを同封しておりますが、
今般ご紹介しております綜合警備保障㈱、能美防災㈱、松下電工㈱が各会場にブー
スを設置し、火災警報器の見本の展示、説明を行いました。

沖縄青年会館（沖縄）
アクロス福岡（福岡）
ＡＰ名古屋（愛知）
チサンホテル新大阪（大阪）
ＲＣＣ文化センター（広島）

９月  ５日（水）
　　　　６日（木）
　　　１１日（火）
　　　１２日（水）
　　　１８日（火）

香川県県民ホール（香川）
よみうりホール（東京）
北海道自治労会館（北海道）
ハーネル仙台（仙台）

　１９日（水）
　　　２１日（金）
　　　２７日（木）
１０月  ３日（水）

　本会顧問弁護士による電話での無料法律相談（会員限定）を毎月第２月曜日に実
施しております。相談内容は、賃貸管理に関するもので、相談時間は１回 15 分以
内とさせていただきます。電話受付の際、会員確認のため会員番号をお尋ねします
ので、あらかじめご用意ください。

　なお、10月の第２月曜日は祝日となるため、10月９日に（火）に
変更して実施しますので、よろしくお願い致します。

無料法律相談のご案内

日時：平成19年 10月　９日（火）　午後１時から４時
　　　平成19年 11月 12日（月）　午後１時から４時
　　　平成19年 12月 10日（月）　午後１時から４時
電話：03－3865－7031

毎月第2月曜日

講演する佐藤弁護士 研修会の様子
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賃貸不動産経営管理士移行講習開催のご案内

　本会がこれまで実施してきた「賃貸不動産管理士」、（財）日本賃貸住宅管理協会
の「賃貸住宅管理士」、（社）全日本不動産協会の「不動産賃貸管理士」が、業界的
資格として「賃貸不動産経営管理士」という名称となり、今後講習、試験等が開催
されます。
　これまでに、「賃貸不動産管理士」講習を受講し、登録あるいは合格された方につ
きましては、すでにご案内させていただいておりますとおり、「移行講習」を受講す
ることで、統一資格へ移行することが可能です。

※受講案内は、本会ホームページ
より入手可能です。

登録番号あるいは受講番号と生年月
日を入力していただければ、受講案
内、申込書がダウンロードできます。

ＴＦＴビル（東京）締切ました

ＡＰ名古屋（愛知）締切ました

チサンホテル新大阪（大阪）締切ました

代々木ゼミナール（全国２４会場）

代々木ゼミナール（全国２４会場）

浦添産業振興センター（沖縄）

浦添産業振興センター（沖縄）

香川県県民ホール（香川）

愛媛不動産会館（愛媛）　

石川県不動産会館（石川）

石川県不動産会館（石川）

平成１９年 １０月１７日（水）

　　　　　　１０月２５日（木）

　　　　　　１０月２６日（金）

　　　　　　１１月　７日（水）

　　　　　　１１月１５日（木）

　　　　　　１１月２８日（水）

　　　　　　１１月２９日（木）

　　　　　　１２月　３日（月）

　　　　　　１２月　４日（火）

　　　　　　１２月１３日（木）

　　　　　　１２月１４日（金）

http://www.chinkan. jp/members/shift/index.html

※各会場とも、定員になり次第、締切らさせて頂きます。

注）１１月７日、１５日の代々木ゼミナール会場につきましては、通信衛星システムを利用した講義
　　になります。
　　会場は、札幌、仙台、高崎、大宮、津田沼、柏、代々木、池袋、立川、町田、横浜、大船、新潟、浜松、名古屋、
　　京都、大阪、大阪南、神戸、岡山、広島、小倉、博多、熊本の各校舎を利用。
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第7回のテーマ：お客様が座る場所と椅子第7回のテーマ：お客様が座る場所と椅子

椅子は見た目より座り心地が大切
　店舗にある家具のなかで、最も大切なものは椅子です。お客様にどんな椅子に座ってもらっていますか？
　次に挙げる椅子の座り心地を考えてみてください。

座っていただく場所への心遣い
　皆さんがお客様だとしたら、どんな場所に座りたいですか？
個室や応接室があれば、その方が良いでしょう。
　ゆっくり落ち着いて、お客様が相談できるようにするため
には、座っていただく場所はとても大切です。
　ところで、座る場所にお客様のバックなど手荷物を置くス
ペースはありますか？　一緒に来店するお子様が退屈しないで
待っていられるようなものがありますか？　ちょっとしたことで
お客様の印象は変わってしまうものです。心遣いのなさが後々
まで響くことがあります。
　お客様にペットのお伴がいるときはどうしましょう。
　喫煙可ですかそれとも禁煙ですか？
　店の大きさにかかわらず、もう一度、細かいことまで考え
てみてください。

来店されたお客様に座っていただく場所はどこにしていますか？
店舗のなかでは次のどの場所ですか？

　早々にお帰りいただくのなら、Ｂのソバ屋の椅子みたいなものに限ります。長時間話をしても疲れないのは、Ｅ
の少し固くしかも重い椅子でしょう。
　どんな椅子が不動産の会話に向いているか、これも大事な検討事項です。
　椅子をほめるお客様は、まずいないでしょうが、椅子の役目は意外に大切です。

トイレの近く

窓際

店舗の中央

カウンター席

入口の近く

B 長居は無用 C 打ち合せには不向き F 落ち着かないD E 長時間座っていられるA 見た目より座り心地が良い

A アンティーク調の
木の椅子

B ソバ屋の椅子みたいなもの

C 昔ながらのソファー

D 肘付きの椅子

E 固く重たい椅子

F デザインを重視した椅子

壁際

い　すい　す

写真の椅子の座り心地
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